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四 半 期 報 告 書

１ 本書は四半期報告書を金融商品取引法第27条の30の２に規定する開

示用電子情報処理組織(EDINET)を使用し提出したデータに目次及び頁

を付して出力・印刷したものであります。

２ 本書には、上記の方法により提出した四半期報告書に添付された四

半期レビュー報告書及び上記の四半期報告書と同時に提出した確認書

を末尾に綴じ込んでおります。
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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第56期

第１四半期
連結累計期間

第57期
第１四半期
連結累計期間

第56期

会計期間
自 2020年４月１日
至 2020年６月30日

自 2021年４月１日
至 2021年６月30日

自 2020年４月１日
至 2021年３月31日

売上高 (百万円) 13,579 13,797 57,578

経常利益 (百万円) 685 478 2,013

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円) 659 365 1,736

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 826 484 2,910

純資産額 (百万円) 33,077 35,269 34,993

総資産額 (百万円) 66,435 69,141 69,085

１株当たり四半期(当期)純利益 (円) 27.05 14.98 71.13

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 49.6 50.8 50.4

(注) １ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２ 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を当第１四半期連結会計期間の

期首から適用しており、当第１四半期連結累計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を

適用した後の指標等となっております。

３ 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識し

ている主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更は

ありません。

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

(1) 財政状態及び経営成績の状況

　当社グループは、「かけがえのない生命のために」の創業精神の下、「医療を必要とする人と支える人の架け橋と

なり、健康でより豊かな生活に貢献することですべての人々を笑顔にする」ことを目指して、経営の品質と企業価値

の向上に努めております。

　事業活動としましては、輸液・栄養領域、透析領域、外科治療領域、血液・細胞領域の４つの領域を中心に事業を

展開し、製品の開発、生産、販売を進めております。

　当第１四半期連結累計期間の売上高は、新型コロナウイルス拡大による外来患者の受診控えや不急の手術・処置の

延期などの影響が回復している傾向もあり、前年同四半期に比べ2億18百万円増加の137億97百万円（前年同四半期比

1.6％増）となりました。利益につきましては、増収効果はあるものの、販売活動の段階的な再開に伴う販売費や開

発費の増加により、営業利益は4億36百万円（前年同四半期比30.8％減）となりました。また、持分法による投資利

益の計上などにより、経常利益は4億78百万円（前年同四半期比30.3％減）となり、法人税等を加減した結果、親会

社株主に帰属する四半期純利益は3億65百万円（前年同四半期比44.5％減）となりました。

　なお、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等の適用により、当第１四半期連結累計期間の売上高、売上総利益、販売費及び一般管理費は60百万円それぞ

れ減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

　（日本）

医療用手袋や血液透析装置の販売に加え、血液浄化事業の譲受けに伴い血液浄化回路の販売が増加したため、売

上高は99億90百万円（前年同四半期比6.7％増）となりました。また、セグメント利益については、増収効果はあ

るものの、販売活動の段階的な再開に伴う販売費や開発費の増加により5億34百万円（前年同四半期比3.1％減）と

なりました。

なお、収益認識会計基準等の適用により、当第１四半期連結累計期間の売上高は60百万円減少しておりますが、

セグメント利益に与える影響はありません。

　（シンガポール）

北米向けの成分献血用回路やＡＶＦ針（血液透析用針）の販売が減少したため、売上高は41億64百万円（前年同

四半期比19.2％減）となりました。また、セグメント利益については、労務費や販売費の低減があるものの、減収

影響により34百万円（前年同四半期比87.5％減）となりました。

　（中国）

ＡＶＦ針や日本向けの血液浄化回路の販売が増加したため、売上高は8億48百万円（前年同四半期比44.5％増）

となりました。また、セグメント利益については、労務費の増加があるものの、増収効果により42百万円（前年同

四半期比94.7％増）となりました。
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　（フィリピン）

日本向けの輸液セットの販売が増加したため、売上高は8億29百万円（前年同四半期比68.4％増）となりまし

た。また、セグメント利益については、増収効果により黒字となり、前年同四半期に比べ1億75百万円改善の1億26

百万円となりました。

　（ドイツ）

ＡＶＦ針の販売が減少したため、売上高は7億47百万円（前年同四半期比6.1％減）となりました。また、セグメ

ント利益については、減収影響により32百万円（前年同四半期比55.3％減）となりました。

　（その他）

売上高は10億34百万円（前年同四半期比9.2％増）、セグメント利益は36百万円（前年同四半期比154.9％増）と

なりました。

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ56百万円増加の691億41百万円となりまし

た。資産、負債及び純資産の内容は次のとおりであります。

(資産）

流動資産は、前連結会計年度末に比べ2億22百万円減少の387億60百万円となりました。この主な要因は、受

取手形及び売掛金が減少したためであります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べ2億79百万円増加の303億81百万円となりました。この主な要因は、の

れんが増加したためであります。

(負債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べ11億40百万円増加の236億85百万円となりました。この主な要因は、

短期借入金が増加したためであります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ13億59百万円減少の101億87百万円となりました。この主な要因は、

長期借入金が減少したためであります。

(純資産）

純資産は、前連結会計年度末に比べ2億75百万円増加の352億69百万円となりました。この主な要因は、為替

換算調整勘定の変動によるものであります。

なお、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ0.4ポイント上昇の50.8％となりました。

(2) 研究開発活動

当第１四半期連結累計期間の研究開発費の総額は3億49百万円であります。

なお、当第１四半期連結累計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

３ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 65,000,000

計 65,000,000

② 【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末

現在発行数(株)
(2021年６月30日)

提出日現在発行数(株)
(2021年８月11日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 24,733,466 24,733,466
東京証券取引所
（市場第一部）

単元株式数は
100株であります。

計 24,733,466 24,733,466 ― ―

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

2021年６月30日 ─ 24,733,466 ─ 7,411 ─ 10,362

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（2021年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

① 【発行済株式】

2021年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 313,200

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 24,376,600 243,766 ―

単元未満株式 普通株式 43,666 ― ―

発行済株式総数 24,733,466 ― ―

総株主の議決権 ― 243,766 ―

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式１株が含まれております。

② 【自己株式等】

2021年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有

株式数の割合(％)

（自己保有株式）
株式会社
ジェイ・エム・エス

広島市中区加古町12番17号 313,200 ― 313,200 1.26

計 ― 313,200 ― 313,200 1.26

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１ 四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

２ 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（2021年４月１日から2021年

６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2021年４月１日から2021年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表

について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,968 5,645

受取手形及び売掛金 16,415 15,791

有価証券 256 266

商品及び製品 8,872 9,623

仕掛品 2,758 2,859

原材料及び貯蔵品 4,056 3,966

その他 683 635

貸倒引当金 △27 △27

流動資産合計 38,983 38,760

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 8,329 8,266

機械装置及び運搬具（純額） 7,409 7,352

その他（純額） 8,366 8,525

有形固定資産合計 24,105 24,144

無形固定資産

のれん ― 155

その他 692 766

無形固定資産合計 692 922

投資その他の資産

投資その他の資産 5,315 5,326

貸倒引当金 △11 △11

投資その他の資産合計 5,304 5,314

固定資産合計 30,101 30,381

資産合計 69,085 69,141
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 8,322 8,028

短期借入金 4,304 5,687

1年内返済予定の長期借入金 4,109 4,022

未払法人税等 339 221

賞与引当金 1,099 600

その他 4,369 5,126

流動負債合計 22,545 23,685

固定負債

長期借入金 9,336 8,073

役員退職慰労引当金 128 130

退職給付に係る負債 805 777

資産除去債務 148 148

その他 1,127 1,057

固定負債合計 11,546 10,187

負債合計 34,091 33,872

純資産の部

株主資本

資本金 7,411 7,411

資本剰余金 10,362 10,362

利益剰余金 17,241 17,399

自己株式 △242 △242

株主資本合計 34,772 34,930

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 401 335

為替換算調整勘定 △332 △145

その他の包括利益累計額合計 69 189

非支配株主持分 151 148

純資産合計 34,993 35,269

負債純資産合計 69,085 69,141
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

売上高 13,579 13,797

売上原価 9,802 10,103

売上総利益 3,776 3,693

販売費及び一般管理費 3,146 3,257

営業利益 630 436

営業外収益

受取利息 2 1

受取配当金 24 25

持分法による投資利益 114 36

補助金収入 2 35

その他 27 28

営業外収益合計 171 127

営業外費用

支払利息 45 41

為替差損 57 38

その他 14 5

営業外費用合計 117 85

経常利益 685 478

特別利益

固定資産売却益 1 2

補助金収入 170 ―

特別利益合計 172 2

特別損失

固定資産売却損 1 0

固定資産廃棄損 0 28

特別損失合計 1 28

税金等調整前四半期純利益 856 451

法人税、住民税及び事業税 128 75

法人税等調整額 69 12

法人税等合計 198 87

四半期純利益 658 364

非支配株主に帰属する四半期純損失(△) △0 △1

親会社株主に帰属する四半期純利益 659 365
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

四半期純利益 658 364

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 47 △66

為替換算調整勘定 120 186

その他の包括利益合計 168 120

四半期包括利益 826 484

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 826 486

非支配株主に係る四半期包括利益 0 △1
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【注記事項】

(会計方針の変更)

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等

を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財

又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。また、顧客に支払われる

対価は、顧客から受領する別個の財又はサービスと交換に支払われるものである場合を除き、取引価格から減額す

ることとしております。これにより、一部の顧客に支払われる販売促進料について、従来は、販売費及び一般管理

費として処理する方法によっておりましたが、取引価格から減額する方法に変更しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお

り、当第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第１四半

期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高、売上総利益、販売費及び一般管理費は60百万円それぞれ減少し

ておりますが、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。また、利益剰余金

の当期首残高に与える影響はありません。

収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組

替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 2020年３月31

日）第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第１四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を

分解した情報を記載しておりません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が

定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響

はありません。
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次の

とおりであります。

前第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)

減価償却費 808百万円 802百万円

のれんの償却額 　 ― 　 3

(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自 2020年４月１日　至 2020年６月30日)

１ 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年６月25日
定時株主総会

普通株式 219 9.00 2020年３月31日 2020年６月26日 利益剰余金

２ 基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

当第１四半期連結累計期間(自 2021年４月１日　至 2021年６月30日)

１ 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年６月23日
定時株主総会

普通株式 207 8.50 2021年３月31日 2021年６月24日 利益剰余金

２ 基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年６月30日)

１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

報告セグメント

その他
(注)２

合計
日本

シンガ
ポール
(注)１

中国
フィリ
ピン

ドイツ 計

売上高

外部顧客への売上高 8,690 2,853 300 2 785 12,631 947 13,579

セグメント間の内部
売上高又は振替高

677 2,298 287 489 11 3,763 ― 3,763

計 9,367 5,151 587 492 796 16,395 947 17,343

セグメント利益又は損失 (△) 551 278 22 △49 72 874 14 888

(注) １「シンガポール」の区分は、生産体制を相互に補完し一体とした事業活動を行うインドネシアの現地法人を

含んでおります。

２「その他」の区分は、国内子会社及びアメリカ、韓国、タイの現地法人の事業活動を含んでおります。

２ 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

(差異調整に関する事項)

(単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 874

「その他」の区分の利益又は損失（△） 14

セグメント間取引消去 △311

持分法投資利益又は損失（△） 113

その他の調整額 △4

四半期連結損益計算書の経常利益 685
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年６月30日)

１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

報告セグメント

その他
(注)２

合計
日本

シンガ
ポール
(注)１

中国
フィリ
ピン

ドイツ 計

売上高

外部顧客への売上高 9,374 2,199 435 4 747 12,763 1,034 13,797

セグメント間の内部
売上高又は振替高

616 1,964 413 824 ― 3,818 ― 3,818

計 9,990 4,164 848 829 747 16,581 1,034 17,616

セグメント利益又は損失 (△) 534 34 42 126 32 770 36 806

(注) １「シンガポール」の区分は、生産体制を相互に補完し一体とした事業活動を行うインドネシアの現地法人を

含んでおります。

２「その他」の区分は、国内子会社及びアメリカ、韓国、タイの現地法人の事業活動を含んでおります。

２ 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

(差異調整に関する事項)

(単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 770

「その他」の区分の利益又は損失（△） 36

セグメント間取引消去 △396

持分法投資利益又は損失（△） 39

その他の調整額 28

四半期連結損益計算書の経常利益 478

　 ３ 報告セグメントの変更等に関する事項

会計方針の変更に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識に

関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更しております。

当該変更により、従来の方法に比べて、当第１四半期連結累計期間の「日本」の売上高は60百万円減少しておりま

すが、セグメント利益に与える影響はありません。
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（収益認識関係）

　 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　 当第１四半期連結累計期間（自 2021年４月１日 至 2021年６月30日）

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注)２

合計
日本

シンガ
ポール
(注)１

中国
フィリ
ピン

ドイツ 計

主たる地域市場
日本 9,011 ― 20 ― ― 9,031 0 9,032

アジア 360 597 415 4 3 1,381 470 1,852

北米 ― 941 ― ― 9 950 535 1,485

ヨーロッパ 2 565 ― ― 717 1,285 ― 1,285

その他 0 95 ― ― 17 114 28 142

顧客との契約から生じる収益 9,374 2,199 435 4 747 12,763 1,034 13,797

外部顧客への売上高 9,374 2,199 435 4 747 12,763 1,034 13,797

(注) １「シンガポール」の区分は、生産体制を相互に補完し一体とした事業活動を行うインドネシアの現地法人を

　 含んでおります。

２「その他」の区分は、国内子会社及びアメリカ、韓国、タイの現地法人の事業活動を含んでおります。

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)

１株当たり四半期純利益 27円05銭 14円98銭

(算定上の基礎)

親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円) 659 365

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する
　 四半期純利益(百万円)

659 365

普通株式の期中平均株式数(株) 24,384,599 24,420,247

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２ 【その他】

該当事項はありません。

　



― 17 ―

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

2021年８月10日

株式会社ジェイ・エム・エス

取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

　 広島事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 小 松 原 浩 平 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 俵 洋 志 ㊞

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ジェ

イ・エム・エスの2021年４月１日から2022年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（2021年４月１日

から2021年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2021年４月１日から2021年６月30日まで）に係る四半期連結

財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四

半期レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ジェイ・エム・エス及び連結子会社の2021年６月30日現

在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項

が全ての重要な点において認められなかった。

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠

を入手したと判断している。

四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて

継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。
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四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー

手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施さ

れる年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められない

かどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書に

おいて四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注

記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められてい

る。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企

業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成

基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財

務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信

じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査

人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監

査人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要

な発見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー

ドを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以 上

（注）１ 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

２ XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。

　



【表紙】

【提出書類】 確認書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年８月11日

【会社名】 株式会社ジェイ・エム・エス （称号 株式会社 ＪＭＳ）

【英訳名】 ＪＭＳ ＣＯ．，ＬＴＤ．

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 奥 窪 宏 章

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。

【本店の所在の場所】 広島市中区加古町12番17号

【縦覧に供する場所】 株式会社ジェイ・エム・エス 東日本支社

（東京都品川区南大井一丁目13番５号）

株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

　



１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当社代表取締役社長奥窪宏章は、当社の第57期第１四半期（自 2021年４月１日 至 2021年６月30日）の四半期報

告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。

　

２ 【特記事項】

確認に当たり、特記すべき事項はありません。

　




